
  

一 

環
境
影
響
評
価
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案
要
綱 

第
一 
建
替
え
の
事
業
に
係
る
配
慮
書
手
続
の
対
象
と
な
る
既
存
工
作
物
の
限
定 

建
替
え
の
事
業
に
係
る
配
慮
書
手
続
の
対
象
と
な
る
既
存
工
作
物
か
ら
、
火
力
発
電
所
（
地
熱
を
利
用
す
る
も
の
を
除

く
。
）
及
び
原
子
力
発
電
所
を
除
く
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
の
三
第
二
項
関
係
） 

第
二 

検
討
条
項
の
追
加 

一 

い
わ
ゆ
る
戦
略
的
環
境
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
関
す
る
検
討 

１ 

政
府
は
、
環
境
影
響
の
程
度
が
著
し
い
も
の
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
業
に
つ
い
て
そ
の
実
施
に
先
立
つ
早
い
段
階

で
の
環
境
の
保
全
に
つ
い
て
の
配
慮
が
重
要
で
あ
る
と
の
観
点
か
ら
、
当
該
事
業
に
係
る
枠
組
み
を
設
け
る
基
本
的
な

計
画
、
構
想
等
（
以
下
「
上
位
計
画
等
」
と
い
う
。
）
の
策
定
又
は
変
更
を
行
う
者
が
そ
の
立
案
の
段
階
に
お
い
て
、

当
該
上
位
計
画
等
を
踏
ま
え
実
施
さ
れ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
事
業
に
係
る
環
境
影
響
に
つ
い
て
、
関
係
す
る
地
方
公

共
団
体
及
び
住
民
、
環
境
保
全
活
動
等
を
行
う
民
間
団
体
等
の
意
見
を
反
映
し
つ
つ
、
調
査
、
予
測
及
び
評
価
を
行
い
、

そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て
当
該
上
位
計
画
等
の
策
定
又
は
変
更
を
行
う
仕
組
み
の
導
入
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
一
年
以
内
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る



 

二 

旨
の
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 
 

 
 

２ 

政
府
は
、
１
の
仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
に
伴
う
地
方
公
共
団
体
の
負
担
を
軽
減
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
上
の
措

置
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
１
の
検
討
と
併
せ
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
一
年
以

内
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
。 

（
新
附
則
第
四
条
関
係
） 

二 

環
境
影
響
評
価
に
係
る
書
類
等
の
公
開
に
関
す
る
検
討 

政
府
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
環
境
影
響
評
価
法
第
五
十
二
条
各
号
に
定
め
る
書
類
に
関
し
、
著
作
権
の
保
護

等
に
留
意
し
つ
つ
、
当
該
書
類
を
作
成
し
た
事
業
者
等
の
同
意
を
得
る
こ
と
な
く
こ
れ
を
公
開
す
る
制
度
の
在
り
方
に
つ

い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
一
年
以
内
に
、
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措

置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
旨
の
規
定
を
追
加
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
新
附
則
第
五
条
関
係
） 

第
三 

そ
の
他 

そ
の
他
所
要
の
規
定
を
整
理
す
る
こ
と
。 


